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（午前１０時 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総合計

画及び総合戦略等調査特別委員会を開会

します。 

まず、理事者から挨拶を受けます。 

奥村副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

委員の皆様方には、何かとお忙しいところ、

総合計画及び総合戦略等調査特別委員会

を開催いただき、ありがとうございます。 

さて、現在の第４次摂津市総合計画は、

平成３２年度で改定時期を迎えますが、こ

の機を捉えて計画行政推進にかかる諸問

題と今後の全体スケジュールついてご意

見を頂戴したいと考えております。 

また、今後節目節目にはこの特別委員会

をお持ちいただきたいと考えております。

どうかよろしくご審査いただきますよう

お願い申し上げ、冒頭の挨拶とさせていた

だきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

本日の委員会記録署名員は水谷委員を

指名します。 

それでは、計画行政推進にかかる諸課題

と今後の全体スケジュールについて、説明

を受けます。 

大橋市長公室次長。 

○大橋市長公室次長 おはようございま

す。 

私のほうからお配りさせていただいて

おります資料に基づいて、説明のほうをさ

せていただきます。 

まず、次第ということで、１から４まで

書かせていただいておりますので、その表

を順に沿って説明させていただきます。 

まず１、付議案件等についてということ

でございます。そこには、「本市における

計画行政推進にかかる諸課題等を踏まえ、

新しい総合的な計画の策定に向けあるべ

き姿を調査・検討することにより、市とし

ての考え方、方向性を明確にするというこ

と。」と書かせていただいております。 

ここで、「計画行政推進にかかる諸課題

等を踏まえ、新しい総合的な計画の策定に

向け」という、この部分が今回この特別委

員会でご議論、ご審査いただく根幹をなす

べき部分であるというふうに考えており

ます。 

どういうことかと申し上げますと、現在、

総合計画を中心といたしまして進めてお

ります計画行政のあり方について、地方自

治法の改正が平成２３年にございました

けれども、そのことと、現在各部門ごとに

非常にたくさんの分野別計画というもの

が策定されております。 

また、平成２８年には総合戦略、２０６

０年を見据えた人口ビジョンを策定し、そ

れに向けた総合戦略というものも策定し

ております。それらの総合計画を中心とし

た中での計画、各課の計画の進行管理、こ

れも進めておるんですけども、進行計画の

進め方、あり方についてもいろいろ諸課題

があるというふうに認識をしておりまし

て、それらをトータルで踏まえまして、今

後２０２５年等も見据えた中で、新しい計

画行政のあり方を構築しなければならな

い、構築する必要があるということで考え

ておりますので、本特別委員会をご開催い

ただきまして、ご議論をいただきたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

そうしましたら、次、２の全体スケジュ

ール案と調査・審議の内容ということで説

明をさせていただきたいと思いますけど

も、２枚目以降の資料１と２をあわせてご

らんいただきたいというふうに思います。 

まず資料１のほうが、先ほど申し上げた
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ような諸課題を踏まえた中での今後のス

ケジュールですね、少し長期にわたってお

りますけども、諸課題をしっかり検証いた

しまして、あるべき計画行政の推進のため

の仕組みづくりを行うということで、少し

長期にわたっていろいろご議論をいただ

きたいと考えております。 

資料２のほうが、諸課題の概要というこ

とで書かせていただいておりまして、先ほ

ど申し上げました地方自治法の改正等の

諸課題を少し記載させていただいている

ところでございます。 

まず、資料１のほうからご説明をさせて

いただきたいと思いますけれども、内容に

ついて、第４次総合計画、計画期間の延長

についてということで書かせていただい

ておりますけれども、この計画期間の延長

のところにつきましては、次第の３のとこ

ろで少し詳しくお話をさせていただきた

いと思っております。 

今回お願いしております内容は、非常に

ボリュームのある内容になりますので、少

し長期にわたっての議論をお願いしたい

と考えておりますので、そのために総合計

画の計画期間だけを延長させていただい

て、その間に市としての方向性を策定、定

めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

次が、地方自治法改正等の総合計画の諸

課題ということでございます。これについ

ては、資料２のほうにあるんですけれども、

これも後ほど説明をさせていただきたい

というふうに考えております。 

次が、計画行政進行上の諸課題というこ

とで、これも資料２のほうに書かせていた

だいておりますので、説明のほうをさせて

いただきたいと思っております。 

四つ目が、延長する基本計画のスタイル

ということで、これも後ほど説明のほうを

させていただきたいと思っておりますけ

れども、本日はこれらの内容について、基

本的には第４次総合計画の基本計画の部

分をさらに５年間を延長させていただく

ということで、そのあたりについてご議論、

ご審査いただいて、ご了承いただきたいと

いうふうに考えております。 

全体スケジュールといたしまして、平成

２９年度はこの１回目で終了になると思

うんですけれども、平成３０年度以降、年

に４回、本会議がございますので、その間

にこの特別委員会をできましたら設けて

いただきまして、各種検証等した中身です

ね、資料をご提出させていただきながら、

確認・検証のほうを行っていただきたいと

いうふうに考えております。 

平成３０年度に、そこに内容のほうを書

かせていただいておるんですけれども、平

成３０年度で諸課題をしっかり検証させ

ていただいて、その諸課題をどのようにク

リアしていくか、解消していくかというと

ころの方向性を導き出したいというふう

に考えております。 

したがいまして、平成３１年度について

はその諸課題の検証を踏まえまして、新し

い総合的な計画の方向性ということで、現

在総合計画を中心として進めている計画

行政のスタイルを、実態に即した形で見直

した中での新しい形を、この平成３１年度

にしっかり議論をさせていただいて、方向

性について確定させていきたいというふ

うに考えております。 

平成３２年度については、先ほど基本計

画を５年間延長させていただきたいとい

うことで申し上げましたけれども、新しく

策定する基本計画と、新たな総合的な計画

の位置づけについて、確認をさせていただ
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きたいというふうに考えているところで

ございます。 

資料１の下のほうのスケジュールなん

ですけれども、これが大体今申し上げたよ

うな策定スケジュールです。平成２９年度、

平成３０年度、平成３１年度、平成３２年

度でそれぞれの年度ごとに２回か３回、本

特別委員会を設けていただいてご議論を

させていただきたいということで考えて

おります。 

資料２のほうの説明をさせていただき

たいんですけれども、こちらのほうが「計

画行政推進にかかる諸課題等について」と

いうことで書かせていただいております。 

まず一つ目が、計画策定における課題と

いうことでございます。これは平成２３年

に地方自治法が改正されておりまして、こ

の第２条第４項が削除されております。こ

こに書かせていただいておりますように、

第２条第４項というのは、「市町村は、そ

の事務の処理をするに当たって、議会の議

決を経てその地域における総合的かつ計

画的な行政の運営を図るための基本構想

を定め、これに即して行うようにしなけれ

ばならない」という文言があったわけなん

ですけど、これが廃止され、基本的には総

合計画というものの策定義務がなくなっ

ております。 

この義務がなぜなくなったかと申し上

げますと、基本的には地方分権の流れの中

で地方分権の推進計画に基づき、各種の義

務づけを廃止する方向の中での一つの部

分として総合計画の基本構想策定義務が

廃止されたということになっております。 

したがいまして、総合計画の必要性であ

ったり、地方自治法が改正されて策定義務

がなくなったから、直ちに総合的な計画、

名称は総合計画になるかどうかわかりま

せんけれども、そういう総合的な計画が市

として要らなくなるかというと、そうでは

ないとはいうふうに考えておりますので、

そこはちょっと直ちに総合計画をなくす

というふうにはならないと思ってますけ

れども、ただそういう総合的な計画の必要

性、市にとって必要であるのかどうかはそ

の位置づけですね、あと構成とか内容、ど

のあたりまで網羅するのかということで

すね、その辺のところが自治体、それぞれ

の自治体の実情に鑑みて、独自に決定をし

ていく必要があるということで言えると

思います。地方自治法の策定義務がなくな

ったということで、そういう形で個々の自

治体がそれぞれに対応していく必要があ

るということで、我々は考えております。 

ちなみに、近隣等他市の状況で申し上げ

ますと、国のほうはこの地方自治法の改正

で策定義務がなくなったけれども、引き続

き基本構想を議会の議決を経て策定する

場合については、条例をつくって今までと

同じように対応することには特に問題は

ないと、そういう言い方をしております。

したがいまして、新たに総合基本構想の議

決を、議会の議決を経て策定する必要があ

るという条例を新たにつくって対応して

いる市もございます。 

一方、今我々がやろうとしているという

ように、このタイミングを捉えていろんな

さまざまな諸課題がございますので、その

諸課題をできるだけ解消して、よりよい計

画行政のあり方ということを模索して、い

ろいろ議論していく自治体もございます。

我々は、その後者のほうの選択をさせてい

ただいて、本特別委員会のほうでご議論さ

せていただきたいということで考えてい

るところでございます。 

地方自治法の改正はそういうところな
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んですけども、ここにさらにはということ

で書かせていただいているんですけども、

平成２８年に人口ビジョン、２０６０年ま

での人口の推計ですけども、これを策定し

て、それの実現、人口減少の抑制ですね、

そのあたりを踏まえたときにどういう施

策を中心にやっていく必要があるかとい

うことで、策定をさせていただくのが摂津

市まち・ひと・しごと創生総合戦略という

ことになっております。 

これは総合計画とは別に策定しておる

んですけども、国のほうはそのスタイルと

いいますか、つくり方ですね、それについ

ては総合計画とあわせた形で策定するの

もありだということで、そのあたりは割と

自治体のほうに自由度が与えられている

のかなというふうに考えております。現在

は別々につくっておりますけども、内容に

ついては基本的には総合計画の基本政

策・施策のところから重要なもの、人口減

少を抑制するために必要となり、今後戦略

的に取り組んでいかなければならない部

分を抜粋したような形で策定をしており

ますので、総合計画の中でもこのまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の部分については

優先度が高いという考え方もできると思

います。そういった意味からもしましても、

次の総合的な計画をつくる際には、その総

合戦略に位置づけをしなければならない

部分とですね、どのように整合を図ってい

くかというところは考えていかなければ

ならないということでございます。 

次に、②なんですけれども、各部署で策

定している各種の分野別計画、これも後ほ

ど少し詳しく説明させていただこうと思

っておりますけども、それぞれの部局で４

０ほどの各種の計画がございます。基本的

には総合計画が上位計画ということには

なるんですけれども、ただその中身ですね、

例えばそれぞれの分野別の数値目標であ

ったり、やろうとしている施策の内容であ

ったりというところをきちんと総合計画

と照らし合わせて、確認をしていること、

するということが正直できていない部分

がございますので、そのあたりの関連性と

整合性をしっかりいま一度見きわめる必

要があるということで考えております。 

この４０ほどある計画というのは、各部、

各課で策定をするわけなんですけども、総

合計画と同じように市民意識調査であっ

たり、市民が参画する中での審議会であっ

たり、当然パブリックコメントもそうです

けれども、そういう形で市民の意見を聞き

ながらかなり時間と予算をかけて策定し

ているということもございますので、本当

にその四十幾つが必要なのかどうか、総合

計画との関係はどうなのかということは

しっかり検証しないといけないというこ

とで考えております。 

あと、事業別予算制度、これは本市の場

合は他市よりもいち早く事業別予算とい

う制度を取り入れて、これまでやってきて

おります。この事業別予算にいち早く取り

組んだおかげでといいますか、その部分で

行政評価制度、事務事業評価制度というこ

となんですけども、これについても割とス

ムーズに導入ができたということがござ

います。予算を事業単位でつくっていると

いうことは、その総合計画に今書かれてい

る施策なり政策なりということとの関係

が、非常にわかりやすくなるということが

ございますので、総合計画の進行管理に使

っている実施計画というものについては、

この事業別予算との関係の中で総合計画

の達成レベルというのが比較的わかりや

すくなってるのかと思うんですけれども、
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そのあたりの関係性というものをもう一

度精査をさせていただきながら、進めてい

く必要があるということで考えていると

ころでございます。 

あと、中期財政見通しについても、毎年

策定をしているわけなんですけれども、こ

この部分と中期財政見通しの数字の部分

と、あと行革の実施計画も平成８年に行革

の大綱を策定して以降、おおむね５年ごと

に見直しをして、今第５次まで来ているわ

けなんですけれども、実施計画と総合計画

との関連というものをいま一度見る必要

があるかなと思います。といいますのは、

平成８年に行革大綱を策定して以降に本

格的な行革がスタートしたわけなんです

けども、その当時はこの行革は何のために

するかといいますと、総合計画を実現する

ために行革の実施計画を位置づけている

と、そういう基本的なスタートがはっきり

しておったんですけど、少しそのあたりの

関連性が明瞭でなくなってきている部分

がございますので、そのあたりもしっかり

このタイミングで議論をして、関連性を明

確にしていきたいということで考えてい

るところでございます。 

次に、資料２の２、計画行政の推進のた

めの進行管理上の課題というところにつ

いて説明させていただきます。 

少し、これまでのお話とかぶる部分があ

るかもしれませんけれども、基本的に総合

計画を上位計画として各種計画があって、

当然それは現在の計画でのほぼ目標数値

というのがどの計画にも記載されている

というような内容なんですけども、ですか

ら目標数値に向けてどういう事業をして

いくべきか、どういう施策を打っていくべ

きかということを基本的には予算策定の

中で議論していくということになるのか

なと思います。その予算をつけていただい

て、その結果、当該年度で行った事業の進

捗はどうなのかというところをしっかり

検証して、また次の予算策定といいますか、

予算の編成に向けて取り組まねばならな

いというのが基本で、それがいわゆるＰＤ

ＣＡサイクルにもつながっていくものだ

と考えておるんですけれども、そのあたり

のところが果たして理想の形になってる

のかどうか、どこができてないのかという

ところをしっかり検証しなければ、せっか

く総合的な計画をつくって数値目標を策

定し示したところで、そのあたりが曖昧に

なっていくと、俗に言われております絵に

描いた餅状態になるということで考えて

おりますので、計画行政推進のためには、

この進行管理のところが非常に重要にな

ってくるはずなんですけれども、これは本

市だけの問題ではないとは思うんですけ

れども、少しおろそかになっているとか十

分ではないということがございます。 

それから、➀から⑥まで書かせていただ

いているんですけども、➀が総合計画の進

行管理、総合計画の一番の条件は進行管理

というのを実施計画という事業別予算の

くくりで基本的には行っておるんですけ

ども、これは３年間の実施計画ですね、そ

れを毎年見直してローリングをかけてい

るということで、現在は取り組んでおりま

す。基本的には総合計画に示しております

数値目標を達成するために、どういう事業

をこの３年間やっていくかということを

実施計画上であらわして、これを毎年見直

ししているということになっているんで

すけれども、果たしてこのスタイルが適切

なのかどうか、結局３年の計画を毎年見直

しをするということは、１年ごとの進捗管

理というのがひょっとしたらできていな
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いのではないかということにもつながっ

てくる可能性がありますので、そのあたり

はいま一度このあり方というのをしっか

り検証していきたいということで考えて

おります。 

次、②なんですけども、各種の分野別計

画の策定状況と進行管理の在り方でござ

います。 

これは次第の４のところでも少し説明

をさせていただくんですけれども、先ほど

も申し上げましたように、４０ぐらいの分

野別の計画がございますけれども、果たし

てその進行、これもそれぞれの計画に数値

目標等というのが記載されております。そ

の数値目標と総合計画の数値目標とどう

いう関係性になっているかということを、

しっかりこれも検証しないといけないん

ですけど、ここも十分ではないというふう

に考えておりますし、また総合計画の実施

計画で行っている進行管理と、分野別の計

画は各部、各課がつくっている分野別の計

画の進行管理とどのように関係している

のかというところも、やはり同時に見なけ

ればならないはずなんですけども、これも

十分に見れていない部分があるのではな

いかということで、考えているところでご

ざいます。 

済みません、この②と③と合わせて説明

をさせていただきまして申しわけござい

ません。③のほうが、今申し上げた目標数

値の整合性とその進行管理のところの問

題ということあります。 

④が、これも先ほど少しちらっと申し上

げたんですけど、中期財政見通しですね、

これと総合計画も含めて各種計画の関係

性というのを、現在どういう位置づけにな

っているのかということを改めて確認を

しながら、今後どう進めていくべきかとい

うことは検討させていただきたいという

ことで、考えております。 

⑤の行財政改革実施計画と各種計画の

関係性というところが、先ほど平成８年に

行革大綱を策定して以後、これまで第５次

まで行革の実施計画をつくって進めてき

たわけなんですけれども、そのあたりの関

係性というところで、いま一度検証したい

ということでございます。 

⑥が、人事評価制度。人事評価制度のう

ち業績評価のほうになるんですけれども、

これも平成２６年度から本格的にスター

トしておりますので、これは総合計画の政

策、施策の体系に基づいてそれぞれの部長、

課長等の管理職がその総合計画の実現の

ために目標を設定して、その実現のために

どういうふうな動きをするかということ

をあらわしながら進行管理をしていくと

いう部分がございますので、新たに平成２

６年度から加わった仕組みといいますか、

制度でございますので、次の総合計画のタ

イミングではいま一度このあたりの関係

性を明確にすることによって、少なくとも

部長級、課長級の管理職についてはより総

合計画との業務の関係性というのを意識

しながら取り組めることになるのではな

いかというふうに考えておりますので、そ

このところはしっかり検証していきたい

ということで考えているところでござい

ます。 

資料１と２のほうの説明は以上になる

んですけれども、次第の２ということで、

もう一つ資料３ということで、お示しをさ

せていただいております。 

今回、やろうとしておりますことが、簡

単にこのＰＤＣＡサイクルの中でどうい

うことかということを少し説明をさせて

いただいているんですが、やはりこれまで
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はプランの部分ですね、総合計画をつくる、

各種分野別の計画をつくる、そこに非常に

人とお金をかけながら進めてきたわけな

んですけれども、それは間違ってるわけで

はないとは思うんですけれども、そのチェ

ックとアクションの部分が検証の部分と、

その検証を踏まえた次の改善ですね、次の

年度、その次の年度にどういうふうに予算

編成の中で修正をかけていくのかという

ところですね、そういうところが少し十分

ではない、その意識ができていなかった部

分があるというふうに考えておりますの

で、ここの今後については新しい総合的な

計画の方向性の中では、このチェックとア

クションがしっかりできるような仕組み

というか、スキームというものを構築して

いきたいということで考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

次第の３、第４次総合計画の計画期間の

延長についてということでございます。今、

追加の資料をお配りをさせていただいた

と思いますけれども、先ほど次第の１のと

ころで申し上げましたように、今回少し長

期にわたってこの特別委員会を設けてい

ただきまして、ご議論、ご審議をいただき

たいというふうに考えております。それぐ

らいの期間が必要であろうということで、

我々は考えておるところなんですけども、

そういうことがございまして、現在の総合

計画の追加資料を見ていただきたいんで

すけれども、現在の総合計画というのは平

成２２年度に策定をしまして、平成２３年

度からスタートしておるわけなんですけ

れども、平成３２年度までの１０年間の計

画ということになっております。 

したがいまして、通常の策定スケジュー

ルで申し上げますと、平成３０年度から改

定、新しい総合計画の策定作業を進めるよ

うなスケジュール感になってまいります。

ですから、当然策定作業で３年ぐらいかけ

ていろんな仕事であったり、市民からの意

見を聞いたり懇談会等もありますので、か

なり時間をかけて、今まで申し上げてきた

のは新しい計画行政のあり方ということ

の議論をする暇は、正直なくなることにな

ってしまいます。 

したがいまして、大きくは地方自治法の

改正もございましたので、このタイミング

で総合計画を延長させていただいて、少し

お時間をいただいて議論をさせていただ

きたいということでございます。現在の計

画は申し上げましたように平成３２年度

まで１０年間の計画で、基本構想、基本計

画、実施計画という形になっておりまして、

基本構想と基本計画は平成２２年度に１

０年間のものを策定して、スタートいたし

ました。 

実施計画については、先ほども申し上げ

ましたように３年の計画を毎年見直しし

ながら、作成をしているというところでご

ざいます。この基本計画の部分について、

この平成２７年度に中間見直しというこ

とで、一部内容を、これはアンケートをと

りながら各課のほうに進捗状況の調査等

をしながら、それらを踏まえて見直しをし

て、新たに基本計画の部分だけを策定し直

ししているということでございます。 

この際、このタイミングで先ほど申し上

げました人口ビジョンの摂津市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略というものをあわ

せて策定させていただいて、協議会であっ

たり特別委員会でいろいろご議論をいた

だいて、策定に至ったということになって

おります。現在そういうことで、平成３２

年度までを基本構想、基本計画というもの

はあるんですけれども、何回か申し上げて
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いますように、５年間の延長をさせていた

だきたいということで、基本構想について

は平成２２年度に議決をいただいたもの

でございますので、この内容はそのまま変

更せずに延長したいということで考えて

おります。 

この資料は、参考資料１ということで、

Ａ４横の８枚ものの資料を出してるんで

すけども、基本構想、基本計画の資料とい

うことで、どういう内容のものになってい

るかということを資料でつけさせていた

だいております。基本構想の部分について

のみ、まちづくりの目標と政策という部分

ですね、ここを議決いただいたという部分

でございます。ですから、この議決をいた

だいた部分につきましては、変更せずに内

容を見たら我々としても変更する必要が

ない、このまま進めていくレベルであると

いうふうに認識をしておりますので、変更

せずに基本計画のところだけを平成２７

年度に見直したような形で、５年間の延長

をさせていただきたいということでござ

います。 

ただ、基本計画の部分を５年間延長する

タイミングでは、摂津市まち・ひと・しご

と創生総合戦略も平成３１年度までにな

りますので、そこも合わせて１年間だけ自

動延長させていただきたいと考えている

んですけれども、このまち・ひと・しごと

創生総合戦略も合わせて、それともう一つ

は、平成２７年に地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の改正ですね、教育大綱

というものを地方教育行政の組織及び運

営に関する法律により市長部局がつくら

ねばならないということになっておりま

す。その次の平成３３年度から５年間延長

する基本計画の中にはこのまち・ひと・し

ごと創生総合戦略と教育大綱、ここは最低

限加味した中で新しい基本計画をつくる

必要があると。別につくるという選択肢は

あるかもしれませんけども、別にすると整

合性の問題等わかりにくくなると思いま

すので、ここはやはり合わせてよりわかり

やすくするためにも、基本計画、現在の総

合計画の基本計画と摂津市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略と教育大綱を合わせた

中で、この平成３３年度から平成３７年度

までの５年間の基本計画というものを策

定していきたいということで考えており

ます。 

以上が次第３の説明ということにさせ

ていただきます。 

続きまして、資料４、今後の調査検討内

容の概略ということで書かせていただい

ております。 

このフローについては、資料１で少しス

ケジュール感の中でお話をさせていただ

きました平成３０年度におおむね取り組

むといいますか、大きなところでご審査、

ご議論いただきたい内容ということにな

るかと思います。 

まず一つ目が、人口ビジョンと摂津市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略について、

これもちょっと何回も申し上げておるか

もしれないんですけれども、２０６０年ま

での長期にわたる人口ビジョンを策定し

て、それをもとに摂津市まち・ひと・しご

と創生総合戦略ということでつくらせて

いただいておりますので、この概要につい

ては現在の総合計画として総合計画の中

で政策、施策の位置づけで書いているとこ

ろから抜粋する形で四つの基本目標を掲

げて取り組んでいるわけなんですけれど

も、これがどうあるべきか、どういう形で

総合計画とリンクを図るのかというとこ

ろをしっかり議論をさせていただいて、平
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成３３年度以降の基本計画に結びつけた

いということで考えております。 

次が、各種分野別計画の策定状況の確認

ということで、これは資料、参考資料２の

３枚ものの資料をつけさせていただいて

ございます。 

これ、各部署に調査をしたんですけれど

も、４１の各種の分野別計画が総合計画を

基本的には上位計画としながら策定をさ

れてるという状況になっております。 

２枚目以降、今見ていただければわかる

んですが、部によってかなり多い部もあれ

ば少ない部もあるんですけれども、４１の

分野別の計画の中で法的に策定義務のあ

るものが１４ほどございます。あと努力義

務のものが１０ほどあります。策定が任意

であるものが１７ほどございます。あと、

国なり府なりに上位計画があるものが３

５、あと本市の総合計画と明確に関連性が

あるものが２３ほどございます。 

こういう状況の中で、これも何回か申し

上げたかもしれないんですけれども、これ

らの計画の内容をもう少し精査して、今回

資料としてはこういう形、ここまでの資料

になっておるんですけれども、今後につい

ては数値目標のところの総合計画との整

合性であったりというところも掘り下げ

て、少し資料としてお示ししていきたいと

いうふうに考えておりますので、後は進行

管理のあり方も含めて、その中でそういう

資料をお示しした中でどうあるべきか、４

１もある分野別計画をどうすべきか、どう

あるべきか、それと総合計画の進行管理を

踏まえた中で総合計画はどうあるべきか

というところは少し議論をさせていただ

きたいということで、考えております。 

３点目が、総合計画の職員意識というこ

とで書かせていただいておるんですけれ

ども、これは参考資料３ということで、管

理職を対象に総合計画の意識調査アンケ

ートをした結果として、ここにグラフで表

示をさせていただいているところでござ

います。 

課題としては、進行管理のところについ

ての課題が少し明らかになっているのか

なというふうに考えておりますので、先ほ

ど申し上げたんですけど、人事評価制度、

業績評価ですね、そういうことの中で意識

づけもできるとは考えておりますので、こ

れももう少し職員意識ということと、組織

目標ということの中で少し掘り下げて確

認をしながら、また資料としてお示しをさ

せていただきたいというふうに考えてお

ります。 

最後、４点目なんですけども、これも事

業別予算制度をはじめとする各種制度を

活用した実効性など、計画行政の推進、進

行管理ということで書かせていただいて

おります。これも、少し先ほど申し上げた

かもしれませんけども、ここに六つほど事

業別予算制度、人事（業績）評価制度、行

政（事務事業）評価制度、総合計画実施計

画、行財政改革実施計画、中期財政見通し

ということで書かせていただいておりま

すけれども、これらの制度ないし仕組みを

使って、どのように計画行政を推進してい

くためにＰＤＣＡサイクルを構築してい

けばいいかというところをしっかりと議

論をして計画行政に資するようにという

ことで、やっていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

以上で説明のほうを終わらせていただ

きます。 

○三好義治委員長 説明が終わりました。 

今、説明を受けますと、一連の流れの中

でそれぞれの項目について全て関連性が



- 11 - 

 

あるため、１から５を一括して質問を受け

ることにしたいと思いますので、質問のあ

る方、挙手をお願いしたいと思います。 

水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、質問させていた

だきます。 

この委員会、非常に大きな枠組みで、実

際は各部署で細かい作業をしていると思

うんですけど、その分方向性を確認してい

かないと、数年後に大きくずれ込むのでは

ないかというふうに感じております。 

ポイントとなるのが計画策定と、それか

ら進行管理の部分になると思うんですけ

ども、進行管理という部分で、チェックと

アクションのところに重きを置いていく

というようなお話ですけれども、別紙で言

えばＰＤＣＡのサイクルをしっかり回し

ていくためにどうしていくのかというの

が非常に大事な項目だと思うんですけど

も、先ほども４１ですか、項目が上がって

いましたけれども、それぞれが共通して進

行管理等していくためのチェックリスト

といいますか、チェックシートというのが

あるのか教えてください。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 チェックシートと

いうことなんですけれども、現在そういう

明確なチェックシートというものはない

んですけれども、ＰＤＣＡのサイクルとい

うのは基本的には自治体は会計年度、年度

ごとに予算を編成してということが基本

になりますので、やはり予算編成のタイミ

ングと決算のタイミング、これは当然どち

らもですね、議案のほうでいろいろご審議

いただくことになって、このタイミングと

いうのは非常に重要であるというふうに

考えておりますので、ここの部分を中心と

しながら、そこに実施計画であったり、主

要事業なんかもそうかもしれませんけど

も、そういう枠組みとなる仕組みがござい

ますので、そこの中で考えていく必要があ

るかなと。 

例えば決算なんかで言いますと、地方自

治法に基づいて決算資料の中で決算概要

というものがございますけれども、例えば

総合的な計画の中心、根幹をなすような事

業、それが主要事業になるかと思うんです

けれども、そういうものについては別途そ

のようなチェックシートであったり、アク

ションシートであったりと、例えばそうい

うものをつくるということも考えられる

のではないかというふうには思っており

ます。よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 計画の内容が長期化する

ものがあったり、難易度が非常に高かった

りとか、低かったりとか、そういうことが

あるので、同じように評価していくのはな

かなか難しい点もあると思うんですけど、

目標とする内容が非常に広い範囲なだけ

あって、そういう評価がすっとわかるよう

な形が大事だと思うんですね。先ほど分野

別計画一覧表を４１項目いただきました

けど、こういうのを見ると非常にわかりや

すいと思いますので、何とか工夫していた

だいて設定、オリジナルのそういうＰＤＣ

Ａサイクルの構築というのをつくってい

ただいて、現場でやっぱり仕事しやすくな

ったと感じてもらえるような、そういう取

り組みをお願いしたいなというように思

います。 

次に、人事評価制度というのもありまし

たけども、職員の皆さんの顔ぶれを見てお

りますと、非常に幅が出てきているなとい

うふうに思います。そういう若手職員の意

見というのも非常に大事だと思いますし、
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現場にこそさまざまなヒントがあると思

いますので、そういう提案や声を受け入れ

る、そういう受け皿をどういうふうに考え

ておられるのか、ちょっとわかりませんけ

ど、教えてください。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたらご

答弁申し上げます。 

確かに現在の職員の年齢、構成といいま

すのは、２０代、３０代、４０代、５０代、

それぞれ同じような数の構成になってお

りまして、以前は割と４０代、５０代が突

出して多くて、ベテランが多いという職員

構成だったんですけども、今そういう構成

になっておりますので、我々ちょっと感じ

ておりますのが、総合計画であったり行革

の実施計画であったりというところの部

分の関係といいますか、それの意識ですね、

その辺が若干薄れてるんじゃないかなと

いう部分も少し感じております。 

あと、我々若いころといいますのは、プ

ロジェクト的な各部、各課から若手の職員、

係長、そのときは恐らく係長よりも下の職

員も集めた中でプロジェクトをつくって、

いろんな議論をしていたようなことがあ

ったんですけれども、最近ではなかなかそ

ういうことも難しくなってきているのか

なというふうに思いますので、そのあたり

はいま一度どういうふうにその意識とい

うことを醸成するかというのは考えてい

きたいというふうに思っております。 

○三好義治委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 感じておられると思うん

ですけど、やっぱり先輩を見て、このよう

な先輩になりたいなというふうな思いに

なってもらえる、そういう職場の空気にな

ったりとかいうのをよく見ていかなくち

ゃいけないなというふうに思います。 

以前はある意味職人かたぎといいます

か、後ろについて見て仕事を覚えるという

ふうな状況でしたけれども、最近は指摘を

したら聞いていませんでしたとか、教えて

もらっていませんとかというふうな傾向

も出てきているというふうに思います。あ

る意味、トレーニングをして教えてあげて、

その上でどうなのかという、そういう流れ

を、中間管理職の皆さんもなかなか大変だ

と思うんですけども、その辺にも追い風が

来るような、そういう政策になっていただ

きたいなと思います。 

最後に１点、きょうお集まりの皆さんも

政策分野なんですけども、これらの計画を

推進していく上で、今の人員でこの計画あ

るいは進行管理が十分にできるのかどう

か、また得意分野も皆さんあると思います

ので、場合によったら外部からノウハウを

得ていくということも必要だと思うんで

すけど、今改めていけるのかどうか、その

辺の方向性を教えてください。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 それではご答弁申

し上げます。 

平成３０年度以降に推奨していくよう

な施策というものは、この総合計画、今ご

説明させていただいているもの以外にも

幾つかございます。また予算の審議の中で

お願いしたいと思っているんですけども、

そういうことも踏まえますと、その体制と

いうことは一定４月に向けて検討はして

いく必要があるなというふうには考えて

おります。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 職員の定数についてはい

ろいろ議論もありますので、なかなか難し

い点もあるかと思うんですけども、施策と
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してはただ人事分野のことであったりと

か、ほかのいろんな課題もやりながら進行

管理もしてもらえると思うんですね。そう

いう意味で、例えば野球で言うと、フライ

が上がってセンターがとるのかレフトが

とるのかって判断になった場合に、誰かが

そこを追っかけてないと必ず落としてし

まうんですね。そういう意味で、今いらっ

しゃるスタッフで工夫をしながら、誰かが

絶対ここのところは抜けないように押さ

えるというふうなそういう検討をしてい

ただきたい。期待しておりますのでよろし

くお願いします。 

以上です。 

○三好義治委員長 ほかに。 

光好委員。 

○光好博幸委員 ご説明を聞いておりま

すと、総合計画が一番最上位になりまして、

その下に４１もの各計画があると。イメー

ジで言うと下位になるという中で、相当気

合いを入れてやらないと総合計画との整

合性、あるいは進捗管理ができないと思う

んですけども、そもそも、この１０年から、

そういった段階でね、５年延長した理由、

ご説明あったかと思うんですけども、例え

ば今回５年延長ではなくて、今回第５次行

政改革実施計画をつくろうとする、準備を

早い段階からしていけばできたんじゃな

いかなというふうにも聞こえたんですけ

ども、そもそも５年延長して見直しすると

いうふうな背景があればちょっとお教え

いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたらご

答弁申し上げます。 

今おっしゃっていただきましたように、

相当ボリュームのある作業になるかなと

いうふうに思っております。ただ、これを

する必要があると、しなければならないと

いうふうにも思っております。大きなもの

についてはやはり平成２３年に地方自治

法の改正があって、この平成２３年という

のは新しく、つまり第４次総合計画をつく

ったところでございましたので、以後、第

４次以降基本構想の議決の部分をどうす

るかということの議論については、できて

なかったわけなんです。それは各市がどの

ような、市によって総合計画の改定のタイ

ミングが違いますので、平成２３年に地方

自治法が改正されて以降、直近では平成２

３年中に総合計画の改定があって、基本構

想をどういうふうにしようというところ

の自治体もあったと思うんですけども、そ

ういう自治体の状況も見ながら、少しどう

すべきかというところは、結局同じように

議決を経て基本構想を策定しようとする

と、当然条例をつくって、それを議会にお

示ししてお願いして承認をいただく、議決

をいただくことになりますけど、ただ我々

としては理屈についてもしっかり持って

おかなければ、なぜ同じように基本構想を

つくって、同じように議決を経て策定する

のかという、それは地方自治法の改正の趣

旨も踏まえながら、それだけの説明、理屈

が必要になるということでは考えており

ます。そのときに、やはり当然いろんな課

題があるので、課題のレベルといいますか、

ボリュームというのはどんなものなんだ

というところをいま一度確認したときに、

やはり第５次総合計画を前倒しで、時間を

かけますので、結局１０年の計画でござい

ますので、早く作業をすると総合計画その

ものの評価が、１０年計画の中の３年前倒

しでも７年目でも作業はスタートしてし

まうんですね。それをもっと前倒しすると、

中間年ぐらいから新しい計画を、まだ半分



- 14 - 

 

しかいってないのに新しい計画をつくる

んかとか、何かそんな形にもなりかねませ

んので、やはりこのボリュームとか内容を

鑑みても、延長して少しお時間をいただい

て、しっかり議論させていただくのがベタ

ーかなという判断をさせていただいたと

いうところでございます。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 おおむね理解しました。

特に５年延長することに対してどうこう

否定しているわけではないんですけども、

ぜひしっかりやっていただきたいと思い

ます。 

その中で、先ほど水谷委員からお話もあ

りましたように、私もＰＤＣＡサイクル、

しっかり回すのが大事だと思います。これ、

行政だけではなく、一般質問でもやりまし

たけど、民間でも同じ、ＰＬＡＮ、ＤＯま

でやるんですね、やって終わりというのが

多いので、やはりしっかりチェックしてい

ただきたいと思いますのと、先ほど数値目

標の話がありましたけども、数値の評価と、

それに至るプロセスの評価が必要だと思

います。一つ一つの数値目標をするために

何をしたのか、どういう計画でどういうふ

うな行動を起こして結果どうなったかと

いうプロセスをしっかり振り返ることに

よって、数値目標ということは次何をしな

ければならないということが出てくると

思いますので、ぜひ一度お願いしたいのと、

あと先ほど評価制度のところにもやはり

この総合計画に対しての進捗を入れてい

くと、部長、課長級の方があったと思うん

ですが、そこも１年１年の目標に対して総

合計画の進捗を入れた上で、しっかりと評

価していくことによって、部課長が何をせ

なあかんのか、５年後に向けてマイルスト

ーンをつくって、この１年でどれだけ進め

たのか、あるいは進んでなくても、おくれ

てるんだったら次どうやったら取り返せ

るのかというところを、評価制度にうまく

織り込んでやっていくことによって、うま

く今回の反省を生かしてやっていけるん

じゃないかと思いますので、ぜひしていた

だきますようによろしくお願いします。 

○三好義治委員長 ほかに。 

香川委員。 

○香川良平委員 それでは質問させてい

ただきます。 

分野別計画一覧の資料で、ちょっと教え

ていただきたいんですけれども、市長公室

の人事課、摂津市人材育成基本方針、策定

年月が平成１８年３月となってますが、目

標年次がありません。目標年次が載ってい

ないのが幾つかあるんですけれども、これ

についてはなぜ目標年次を定めてないの

か、この資料を見る限りもう計画だけ立て

て何もしてないまま終わってるのかなと

考えるのですが、なぜ目標年次を設定して

ないのか、その点について説明願います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 それではご答弁申

し上げます。 

目標年次のない部分につきましては、幾

つか考えられるわけなんですけれども、人

材育成実施基本方針といいますのは、人材

育成実施計画、その下にございますけど、

それは上位に当たる指針みたいなものに

なっておりますので、行革の大綱とは基本

的には同じようなレベルになると思いま

す。そういった意味で、あえてといいます

か、目標年次をどちらかといいますと定め

る必要がないのかなというふうには考え

ております。 

それは行革大綱もそうなんですけれど、
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この人材育成実施基本方針もそうですけ

れども、やはりその下位の実施計画の進捗

の中で、この方針なり行革の大綱なりとい

うのはやっぱり見直すタイミングという

のは探っていきながら進めていかないと

ならないというふうには思っております。 

あと、地域防災計画なんかもそうかもし

れませんけれども、やはりいつまでにどう

いうことをするという計画ではなく、現在

こういう状態にしなければならない、こう

いう取り組みをしなければならないとい

うことの中で、あえて目標年次を載せない

ということもございますので、そのあたり

が確かに目標年次がないというのが若干

違和感、我々としても覚えるわけなんです

けれども、その計画の性格によって、あえ

て年次ということは必要じゃないものも

あるかとは思います。ただそのあたり次の

このタイミングでしっかりその辺は明確

にしていきたいというふうには思ってお

ります。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 延長問題に対する基本的

な考え方といいますか、平成２７年度に中

間見直しをやりましたが、今回のような議

論はなく、５年たって中間見直しをしまし

たということでした。本来ならば、ほかの

いろんな計画も含めて総計を中心に考え

るとすると、この間、平成２３年とか、平

成２７年に法的な改正があったとしても、

そこで中間見直しもして、努力して見直し

ましたと。平成３２年度に向けてこうしま

すということで、出発したはずなのに、ほ

かの計画も含めて、まず平成３２年度に対

してどうするのかということで進んでい

けば当然の方向だと思ってますけれども、

そんな中でなぜ５年間延長してね、全体を

見直したいことがあったのかというとこ

ろをもうちょっと教えていただきたい。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたらご

答弁申し上げます。 

おっしゃっていただきましたように、確

かにこの平成２７年度に見直しをしたタ

イミングで、このときには議論してもしか

るべきであったかということも考えられ

ますけど、ただそのときは国から非常にタ

イトなスケジュールの中で人口ビジョン

と摂津市まち・ひと・しごと創生総合戦略

というものの策定をしなければならない

ということがおりてきたところで、たまた

まタイミングがそういうタイミングにな

ってしまいまして、政策推進課としても人

口ビジョンとこの摂津市まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定するのに、正直申し

わけないですけど手いっぱいな状態にな

っておったのが実情でございます。 

そういったところで、今の時期になって

しまったんですけれども、ただ今の時期に

なったというものが、財政状況を見ますと

ひょっとしたら基金等の状況の中でちょ

っと改善しているような見方ができなく

はないんですけれども、やはり昨今国のほ

うの動きなんかも見ていまして、２０２５

年には団塊の世代が後期高齢者になって、

そのピークが２０４０年という話がござ

います。そうなったときに、これは余りは

っきりしたことではないかもしれません

けど、児童数の問題で学校数が減少するこ

とになるとかという議論もございます。そ

ういったことも相当先の状況を考えます

と、やはり今このまま新しい総合計画をつ

くってそれに満足して行政運営するので

はなくて、やはり新しい計画行政の形をし

っかり、チェック、アクションもできるよ

うな形にしないと、やっぱり今後の予算の
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つけ方であったり等々考えますと、今の財

政状況から楽観視はできないというふう

に考えているところも非常に大きな要因

であると思います。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 これから時代がどんどん

変わってくるので、この実施計画について

も３年スパンとして見直ししております

けれども、そういう変化ある、将来に向け

てどう対応するかということを考えてい

ってください。 

お示しされたこの４１の分野別計画で

すね、おっしゃったように、これまではプ

ランということにも力を費やしたという

流れであります。やっぱりチェックもして

進行管理をちゃんとして、少なくとも目標

に対して頑張っていく姿勢で取り組むん

だという議論を何回もされましたけれど

も、そういう点ではこのチェックとアクシ

ョンについて重きを置くんだということ

であるならば、行政の一番しんどい部分と

思います。今回延長する中で、こういう４

１の分野別計画も含めてどう兼ね合わせ

ていくのかとう議論がなされているとき

っと思いますけども、逆にきちんと、僕ら

もそうなんだけども、ちゃんと整理しなけ

れば、これまでの二の舞になってしまうと

いう可能性があると思います。 

せっかく２回も中間見直しもして総合

計画がありますと、国の主導だけれども総

合戦略と人口ビジョンをつくったと、後は

やるのみだという、どう運用していくかと

いうことになろうかと思いますけども、そ

ういう面ではこれだけたくさん示されて、

これを延長する中でどう組み合わせてい

くかという議論が始まっていくと思いま

すけども、お互いちゃんとしなければ、つ

くるだけで力を費やしてしまうというこ

とになりかねないかという問題があって、

その辺を、そういう問題に対してせっかく

２年前に中間見直しをしたんだから、人口

ビジョンとかね、総合戦略があったとして

も、つくった問題に対してやっぱり取り組

んで、なかなかしんどかったというところ

から見た場合、延長してどう変わるんかと

いう問題をちゃんとしなければならんな

と思うんですけれども、その点どないです

かな。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 ご答弁申し上げま

す。 

確かにそのあたりのところですね、結局

チェック、アクションのところの認識とい

いますか、そのあたりは重きを置かなけれ

ばなければならないというところは、職員

も恐らく認識としてあると思います。ただ、

どういう形でどういう手法を用いてそこ

のところをしっかり位置づけをして、それ

を次のアクションに結びつけていくかと

いう、そういったスキームのところについ

ては恐らくしっかりなかなか考えること

というのは難しいし、それは政策側がリー

ドしていきながら考えるべきであると思

っています。 

確かに、延長させていただくんですけれ

ども、単純に延長するということでは、こ

れでは平成２７年の中間見直しにしたと

きと同じようなスタンスといいますか、ス

タイルといいますか、それは既に５年延長

するということでは考えておりません。当

然、この平成３３年度からの新たに策定を

する、名称は今の状況が総合計画というの

が基本構想にございますので、総合計画の

基本計画になろうかとは思うんですけど、

そのときには当然まだあと３年ほど時間

的にもございますので、そのときにチェッ
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ク、アクションのところをどういうふうに

リンクさせるかであったり、５年延長の後

の計画というのをつくっていくつもりに

はしておりますので、平成３３年度以降の

新たな計画行政のスタイルが完成する最

初のステップとして、この５年の延長期間

を試行的な形で取り組むということで考

えておりますので、ですから、ここの部分

でさらに解決しなければならない部分が

あったり出てきたりすると思いますので、

平成３８年度以降の完成に向けて取り組

む、そういう試行的な意味合いも我々とし

ては想定しておりますので、そこで対応し

ていきたいというふうには思っておりま

す。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 余りくどくどとは申し上

げませんけれども、要は計画をつくること

に力を尽くして、その後、なかなか進まな

い。なぜそういうふうに延長して、総合的

に上位計画と絡めていくという方法で市

として進もうとしているかということに

ついて、やっぱり職員全体で意思統一を確

立しなければ、結果二の舞になっちゃうの

は大きな問題だと思っています。 

一応細かい問題ですけど、ちょっと確認

で、この総合計画について地方自治法の改

正によって、いわゆる義務化、策定の義務

がなくなったということと、各分野の参考

資料２ですね、この中で法令等で義務づけ

があるわけですわね。行政としては下位の

計画、そういう大きな総合計画と分野別の

計画の義務化というこの関連をどういう

ふうに理解したらいいのか、ちょっと教え

ていただきたい。 

それと、今申し上げたように、結果とし

ては市民に対して使い勝手の良い行政を

つくっていくんだと、守っていくんだと、

そこへつながっていきますけども、それを

するにはやっぱり職員があって市民があ

って、そういう関係をきちんと理解した中

で取り組むということについては、やっぱ

り地方自治体の公務員のあり方について

きちっとするべきと思って、これ一つ申し

上げときます。 

それと、少しイメージを膨らますために、

平成３０年度に入ろうとしていますね、平

成３１年度と平成３２年度、冒頭申し上げ

られた年２回から３回ですね、これから審

議を行っていって模索をしていくことに

なりますけども、定例会が年４回あります

けども、この特別委員会が年２回とした場

合、例えば平成３０年度、各諸課題の状況

と今後の方向性というのがあります。その

たびにどういう調査をするのか、どういう

事前の準備をするのかということがある

と思いますけども、年２回の会議をすると

いう前提で提案されていますけども、その

たびにどういうことがなされながら私ら

がその１回の議論に参加することになる

のか、そのイメージとしてどういう議論を

していくのか、ちょっとあわせて教えてい

ただきたいと思います。 

それともう一つ、基本的な問題で、人口

ビジョンがあります。２０６０年の展望は

７万２，０００人です。そのためには、平

成３２年から出生率を１．８に移行してい

くということが、出生率の問題についてい

ろんな課題が提示をされておりますけど

も、行政のいろんな計画のいわゆる基本フ

ァクターが人口であります。想定について、

見直しを図ったので国の人口問題に対す

る研究の考え方もあろうかと思うんだけ

れども、人口についての今時点の、こうい

う５年間延長の中で考えていくとした場

合に、ここはどう考えているのか、お答え
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いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、３

点と思いますけども、ご答弁申し上げます。 

まず、分野別計画のことでございます。

総合計画が地方自治法の改正で義務化が

なくなったというのが、分野別計画につい

ては法的に計画を策定する必要があるも

のがあります。正直ですね、国がこの地方

分権の流れの中で義務化しているものを

廃止したことについて、その総合計画の策

定義務をなくしたということは、どういう

意図を持って国がそうしたかというのは、

いろいろ調べてもそこのところについて

は正直明らかにはならないというふうに

思います。先ほど申し上げたんですけれど

も、やはりここのところについては、基本

的には各自治体がその実情に基づいて新

たな計画行政の部分については、自治体と

して当然市民の税金を各種施策事業に割

り振ってまちづくりをしていくわけです

から、それは当然計画的に進めていくとい

うのは当たり前の話なんですけど、そのた

めにさまざまな計画を策定するのにそれ

は必須であるというふうには思っており

ます。 

例えば、考え方としてこの総合計画の地

方自治法上の策定義務がなくなって、この

基本構想、基本計画、実施計画という総合

計画のスタイルを仮になくして、この分野

別の計画上だけで行政運営ですね、まちづ

くりをやっていけるかどうかというとこ

ろは、これは検証しないとわからないわけ

ですけど、ひょっとしたらやっていけるよ

うな状態になっているかもしれないです

ね。そういうことからすると、４１ある計

画の策定義務の部分にかかわらず、各セク

ション、各施策、各政策がどれだけ今の計

画の中で網羅できているかというところ

は一度調査をする必要があると。ですから、

基本的にはないからまだ残すとか残さな

いとか、そういう考え方ではなくて、どれ

だけのものができているかということか

なというふうには考えております。 

今後の議論のイメージでございますけ

れども、確かに平成３０年度に２回から３

回ですね、基本的には諸課題の状況という

ことをしっかり整理をしていかなければ

と申し上げたんですけども、具体的にどう

いう調査をしてどういう研究ということ

になるんですが、これは諸課題幾つか申し

上げましたけれども、一応今の段階で考え

ているのは、最終的なゴールをイメージ、

というのは持たずに進めていくほうがい

いであろうというふうには考えておりま

す。ですから、あくまでも諸課題というも

のをしっかり掘り下げて検証する中で、検

証した複数ある諸課題をトータルで見て、

どういう計画の形がいいのかというとこ

ろの答えを導き出したいというふうに思

っていますので、この平成３０年度の議論

では、個々の諸課題の議論をしっかりさせ

ていただいて、それを総括的に２回目でで

きるのか、３回目になってしまうのかちょ

っとわかりませんけども、そういう形で進

めていくということはいいのではないか

というふうには考えております。 

三つ目の人口ビジョンというところの

お話でございますが、あくまでも人口ビジ

ョンで、２０６０年という長期にわたる国

としての課題を自治体、個々の自治体がそ

れぞれ取り組むことによって、それは日本

の人口減少の抑制につながるという考え

方の下にやっているのかというふうには

思うんですけれども、ここの５年のところ、

５年の延長をするところで、先ほども申し
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上げましたように、摂津市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略というところの部分を

踏まえなければならないというふうに思

っておりますので、あくまでも人口ビジョ

ンの数字というのはなかなか伝わるのは

難しいかなと思うんですけれども、その抑

制対策の部分についてはこの５年延長の

中で、この３年間の中でも若干見えてくる

ところがあるかもしれませんし、そういう

ことを踏まえて新たな気持ちで動くとい

うのは確立する必要があるかなというふ

うには考えております。 

以上でございます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 そうしましたら、一番最後

の部分ですけども、少なくとも平成３０年

度、２回の議論をどういう方向でするのか

という問題については、これも委員長らと

相談していきたいと。いわゆる５年間延長

という、こういう目標に対して、どこから

始めるかという問題についてきちっと議

論をしていきたい。 

分野別計画との関係の問題がね、いろい

ろと推測するにはいわゆる分野別計画に

ついて、法律の義務化という問題について

は、そこに国の補助金がつきますが、ただ

こういう分野別の法定義務がなくなれば、

一般財源化ということで財政問題も絡め

て大きな問題になっていく可能性を秘め

ているものだと思いますので、ちょっとい

ろいろ国の動きについてはまさに注視を

して全体で議論できればなと思っており

ます。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時２１分 休憩） 

（午前１１時２２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

以上で質問を終わります。 

次回の本委員会につきましては、平成３

０年第２回定例会終了後から第３回定例

会までの間に開催したいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

以上で、本委員会を閉会します。 

（午前１１時２３分 閉会） 
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